
申請者（土地所有者） 代理人（土地家屋調査士等） 各区まちづくり整備課

土地境界明示フロー

①土地境界明示申請書の提出

【添付書類】
・位置図、字図、全部事項証明書、現況平面図、
横断図等
・委任状（代理人が申請する場合）

④現地立会・境界確定協議（他の利害関係者含む）
※協議が成立しない場合は境界明示はできません。

②受付

※資料調査、現地調査

⑤境界確定図（立会者全員の自署・押印）の作成・提出
※立会日から概ね６か月以内

⑨受付、内容審査
※土地境界証明書を交付する場合

⑧土地境界証明書交付申請書の提出

【添付書類（境界確定図と同時に提出の場合は省略可）】

・委任状（代理人が申請する場合）

・位置図、字図、全部事項証明書

③現地立会の日程調整 （他の利害関係者含む）

※土地境界証明書を交付しない場合
⑦境界協議確認書の取り交わし

⑥境界明示結果報告書の

作成、決裁

⑪土地境界証明書受領、手数料納付 ⑩証明書交付、手数料受領


